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各  位 

 

会 社 名 東 新 住 建 株 式 会 社 

代表者名 代表取締役社長 深川 堅治

（ＪＡＳＤＡＱ・コード１７５４） 

問合せ先  

役職・氏名 常務取締役管理本部長 中島 義之

電 話 ０５８７－２３－００１１ 

 

「棚卸資産の評価に関する会計基準」適用に伴う特別損失計上のお知らせ 

 

 当社は、平成21年6月期第１四半期（平成20年7月1日～平成20年9月30日）において、下記のとおり

特別損失を計上することとなりましたので、お知らせいたします。 

 

記 
 
１． 特別損失の発生理由及び内容 

当第 1四半期連結会計期間より、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第 9号 平

成 18 年 7月 5日）が適用されたことに伴い、棚卸資産の評価基準及び評価方法を、主として個別

法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）に変更い

たしました。 

これにより、当第 1四半期において、期首棚卸資産に含まれる変更差額、個別 19 億 85 百万円、

連結 19 億 88 百万円を特別損失に計上いたします。 

 

２． 業績への影響 

上記特別損失が業績に与える影響については、本日付「平成 21 年６月期第 2 四半期累計期間（連

結・個別）及び通期（連結・個別）業績予想の修正に関するお知らせ」にて別途お知らせしております。 
 
 

以 上 


